
第 20 回 かほくほくほくまつり出店要項  
 

1. 日  時    平成 30 年 10 月 21 日（日） 午前９：００～午後３：００ 

 

2. 場  所    河北町民体育館及びその周辺 

➢出店場所 河北町民体育館駐車場（テント市） 

 

3. イベントについて 

   昨年の来客数は、約 10,000 人。年々増えています。 

   本年度は、ほくほくまつり 20 周年を記念して、有名歌手のオンステージ

を公開録音で盛り上げます。肉そばのふるまいやニジマスのつかみ取り、模

擬上棟式（餅まき）など楽しい催しがたくさん。今年も「河北町発 スリッ

パ飛ばし大会～！」を開催します。 

 

4. 貸出店舗   1 ブース＝3 間×2 間のテント 1 張（間口 5.4m×奥行 3.6ｍ） 

         テント 1/2 の申請も可能です。（間口 2.7ｍ×奥行 3.6m） 

 

5. 出 店 料   1 マス 5,000 円（税込）（半分使用の場合、2,500 円） 

         テント持込の場合も、同様にいただきます。 

 

6. 参加資格   河北町商工会の会員 

 

7. 申込締切      9 月 14 日（金）まで 

 

8. 申込・問合せ先    かほくほくほくまつり実行委員会（河北町商工会内） 

            〒990-3511 河北町谷地月山堂 654-1 

℡0237-73-2122 Fax73-2124 

9. 注意事項 

（１）出店申し込みは、出店申込書にご記入の上、商工会事務局に申し込ん

で下さい。（電話での受付はトラブルの原因になりますのでいたしま

せん。）出店料は、後日出店者会議の際集金します。 

 

（２）出店場所には限りがあります。調整のうえ定員になり次第締め切らせ

ていただきますので、予めご了承ください。（先着順） 

 

（３）出店時間は午前９：００～午後３：００までです。 

 

（４）長机､イス､水道、電気の必要な方は、申込書にご記入ください。 

     無償ですが、数に限りがありますので、ご協力をお願します。 

 

（５）貸出テントで営業なさる方は、臨時飲食店営業許可が必要となります。

臨時飲食店の許可を必要とする方については、各自ご手配ください。

村山総合支庁西庁舎での受付は、毎月第 3 木曜日、午前 10 時から 12

時まで。それ以外は、山形市の村山保健所での受付となります。手数

料は 2,700 円です。 

 

（６）出店場所のレイアウトについては、事務局で作成いたしますので、事

務局の指示に従い出店してください。 

 

（７）河北町民体育館駐車場のスペースの関係上、出店スペースを制限させ

ていただく場合があります。 


